
都道府県労働局

総務部(労働保険徴収部)長殿

事務連絡

平成26年 1月17日

厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課長補佐(企闇担当)

労働保険徴収課長補佐(業務担当)

「石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第 1項の

一般拠出金率J(平成 18年環境省告示第 150号)の改正

について

標記については、別添 1のとおり、平成25年 12月 19日付けで一般拠出

金率を改正する環境省告示が公布され、平成 26年4月 1日より、一般拠出金

率を 0.05/1，000から 0.02/1，000に引き下げられることとなっ

たところです。

改正後の一般拠出金率については、施行日以降に申告事由が生じたものにつ

いて適用されることから労働保険料の取扱いとは異なることにご留意ください

(別添2参照)。

なお、年度更新処理等に当たっての具体的な取扱いについては別途通知しま

す。
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「石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第 1項の一般

拠出金率J(平成 18年環境省告示第 150号)の改正に伴う各

場合に応じた一般拠出金の算定について

別添2

一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点

により、適用する率が定まることとなるため、平成26年度の年度更新時にお

ける一般拠出金の算定の取扱いは以下のとおりとなる。

①纏続事業の取扱い

申告事由が年度更新(新年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新

拠出金率 (0.02/1，000)を乗じた額

②廃止事業の取扱い

拠出金率改定前(平成25年度中)に事業廃止をした事業が年度更新によ

る廃止をした場合、申告事由が廃止(旧年度)であるため、平成25年度の

賃金総額に旧拠出金率 (0.05/1，000)を乗じた額

⑧個別事業場が平成25年鹿中に事務組合に暴露した場合{事務組合委話事

業場が養話醤え、あるいは望華麗輝除し個別事業場となった場合)等の事務取

扱い」ヒ.ー旦廃止処理を行った場舎の取扱い

上記②の取扱いと同様、申告事由が廃止(旧年度)となるため、平成25

年度の委託替え等の時点までの賃金総額に旧拠出金率 (0目 05/1，000)

を乗じた額

なお、委託替え等以降事業が継続している場合については、委託替え等以

降の部分は平成25年度の賃金総額に新拠出金率 (0.02/1，000)を

乗じた額
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